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11月1日〜11月18日

民
主
党
・
地
域
主
権
調
査
会
総
会
に 

森
会
長
が
出
席

　

11
月
２
日
、
民
主
党
・
地
域
主
権
調
査
会
総
会
が

開
催
さ
れ
、
地
域
自
主
戦
略
交
付
金
に
関
す
る
ヒ
ア

リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
。

　

本
会
か
ら
は
、
森
会
長
が
出
席
し
、
地
域
自
主
戦

略
交
付
金
は
地
方
の
自
由
度
を
高
め
る
観
点
か
ら
は

評
価
で
き
る
と
し
た
上
で
、
①
総
額
に
つ
い
て
は
、

地
方
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
従
来
の
国
庫
補

助
負
担
金
等
を
削
減
す
る
こ
と
な
く
必
要
額
を
確
保

す
る
こ
と
、
②
配
分
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
に
導

入
し
て
間
が
な
く
検
証
も
十
分
に
で
き
て
い
な
い
状

況
で
は
あ
る
が
、
継
続
事
業
や
団
体
間
・
年
度
間
の

事
業
費
の
変
動
、
条
件
不
利
地
域
等
に
十
分
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
地
方
交
付
税
制
度
と
の
整
合
性
に
留

意
し
、
交
付
額
を
早
期
提
示
す
る
こ
と
、
③
市
町
村

分
へ
の
導
入
に
際
し
て
は
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場

等
に
お
い
て
、
先
行
す
る
都
道
府
県
の
運
用
状
況
等

を
検
証
し
つ
つ
、
し
っ
か
り
制
度
設
計
を
行
う
こ
と

等
の
意
見
を
述
べ
た
。

 

［
財
政
部
］

民
主
党
政
策
調
査
会
厚
生
労
働
部
門
会
議 

障
が
い
者
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に 

社
会
文
教
委
員
長
の
倉
田
・
池
田
市
長
が
出
席

　

11
月
２
日
、「
民
主
党
政
策
調
査
会
厚
生
労
働
部

門
会
議
障
が
い
者
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
」
が
開
催
さ

れ
、
障
害
者
総
合
福
祉
法
の
骨
格
に
関
す
る
総
合
福

祉
部
会
の
提
言
に
つ
い
て
、
地
方
３
団
体
の
代
表
か

ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
。

　

本
会
か
ら
は
、
社
会
文
教
委
員
長
の
倉
田
・
池
田

市
長
が
出
席
し
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

に
基
づ
き
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
国

民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
、
地
域
全
体
で

支
え
合
う
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
当
事
者
の
方
々

が
自
ら
総
合
福
祉
法
の
制
定
に
向
け
た
検
討
を
行
っ

て
き
た
こ
と
は
称
賛
に
値
す
る
と
し
た
う
え
で
、
①

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
の
中
で
、
障
害
者
あ
る
い

は
子
ど
も
・
子
育
て
に
ど
れ
だ
け
の
財
源
が
回
る
か

が
不
明
で
あ
り
、
社
会
保
障
施
策
の
最
前
線
を
担
う

基
礎
自
治
体
と
し
て
、
財
源
確
保
の
問
題
が
解
決
し

て
い
な
い
こ
と
に
非
常
に
懸
念
し
て
い
る
こ
と
、
②
基

礎
自
治
体
が
最
前
線
で
の
仕
事
を
担
っ
て
い
る
が
、

支
給
決
定
等
で
市
町
村
間
で
差
異
が
生
じ
る
な
ど
、

現
場
に
お
い
て
混
乱
が
起
き
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
ど
こ
で
設
け
る
の
か
、
基
礎

自
治
体
、
広
域
自
治
体
、
国
の
果
た
す
べ
き
役
割
を

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
③
新
た
な
法
律
の

制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
持
続
可
能
な
制
度
と
な
る
よ

う
、
実
施
主
体
で
あ
る
基
礎
自
治
体
等
と
十
分
・
丁

寧
に
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
④
そ
の
際
、

先
進
自
治
体
が
取
り
組
ん
で
い
る
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス

タ
デ
ィ
（
試
行
調
査
）
を
一
つ
の
見
本
と
し
て
判
断

し
、
そ
の
結
果
を
法
律
の
制
度
設
計
に
反
映
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
発
言
し
た
。

 

［
社
会
文
教
部
］

「『
平
成
24
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る 

意
見
』の
実
現
方
に
つ
い
て
」を 

民
主
党
税
制
調
査
会
長
等
に
提
出

　

11
月
２
日
、
森
会
長
が
経
済
産
業
大
臣
に
面
談
の

う
え
、「『
平
成
24
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
意

見
』
の
実
現
方
に
つ
い
て
」
要
請
を
行
う
と
と
も
に
、

総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
民
主
党
税
制
調
査
会
長
、

自
民
党
税
制
調
査
会
長
並
び
に
公
明
党
税
制
調
査
会

長
等
に
提
出
し
た
。

　

本
会
が
去
る
８
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
24
年

度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
意
見
」
の
実
現
方
に
つ

い
て
要
請
す
る
と
と
も
に
、
特
に
、
自
動
車
重
量
税

及
び
自
動
車
取
得
税
の
車
体
課
税
に
つ
い
て
は
、
極

め
て
厳
し
い
地
方
財
政
の
状
況
及
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
へ
の
財
源
配
分
の
仕
組
み

を
含
め
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
現
行
の
エ
コ
カ
ー
減

税
導
入
前
の
税
収
水
準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
措
置
す

る
こ
と
、
ま
た
、
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
明
年

度
の
評
価
替
え
で
、
景
気
の
伸
び
悩
み
等
に
よ
る
土

地
・
建
物
の
価
格
下
落
に
よ
り
、
大
幅
な
減
収
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
価
高
騰
時
に
講
じ
ら
れ
た

特
例
等
合
理
性
の
低
下
し
た
特
例
を
見
直
し
、
減
収

額
を
圧
縮
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。

 

［
財
政
部
］

政
府
の
税
制
調
査
会（
平
成
23
年
度
第
16
回
）に 

森
会
長
が
出
席

　

11
月
９
日
、
政
府
の
税
制
調
査
会
（
平
成
23
年
度

第
16
回
）
が
開
催
さ
れ
、
平
成
24
年
度
税
制
改
正
に

向
け
、
地
方
三
団
体
と
の
意
見
交
換
等
が
行
わ
れ
た
。

　

本
会
か
ら
は
森
会
長
が
出
席
し
、「
平
成
24
年
度

都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
意
見
」（
平
成
23
年
８
月
決

定
）を
基
に
、
①「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」に

お
け
る
地
方
消
費
税
の
充
実
、
②
車
体
課
税
制
度
の

堅
持
、
③
固
定
資
産
税
の
課
税
特
例
の
見
直
し
、
に

つ
い
て
発
言
し
た
。

　

地
方
消
費
税
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
基
礎
自
治
体

が
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
を

踏
ま
え
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
て
社
会
保
障
サ
ー

ビ
ス
を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
地
方
消
費
税

率
の
引
上
げ
な
ど
に
よ
り
、
税
源
の
偏
在
が
少
な
く

税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」で
の
議
論

を
踏
ま
え
、
地
方
団
体
の
意
見
に
十
分
配
慮
し
て
検

討
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

次
に
、
車
体
課
税
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
重
量
税

（
国
税
）の
税
収
の
約
４
割
が
譲
与
税
と
し
て
、
自
動

車
取
得
税（
都
道
府
県
税
）の
約
７
割
が
交
付
金
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、
両
税

は
都
市
自
治
体
に
と
っ
て
も
貴
重
な
財
源
と
な
っ
て

い
る
。
市
町
村
へ
の
財
源
配
分
の
仕
組
み
を
含
め
両

税
の
課
税
制
度
は
堅
持
し
、
現
行
の
エ
コ
カ
ー
減
税

導
入
前
の
税
収
水
準
を
確
保
で
き
る
措
置
を
求
め
る

と
と
も
に
、
円
高
等
に
対
す
る
国
の
経
済
対
策
を
市

町
村
の
犠
牲
の
上
に
立
っ
て
実
施
す
る
こ
と
は
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
発
言
し
た
。

　

さ
ら
に
、
景
気
の
低
迷
等
を
反
映
し
、
平
成
24
年

度
の
固
定
資
産
税
評
価
替
え
に
伴
い
大
幅
な
税
収
減

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
限
り
都
市
自
治

体
の
減
収
額
を
圧
縮
す
る
た
め
、
好
景
気
に
よ
る
地

価
高
騰
時
に
設
け
ら
れ
た
課
税
の
特
例
措
置
に
つ
い

て
は
、
合
理
性
が
低
下
し
て
お
り
見
直
す
よ
う
理
解

を
求
め
た
。

 

［
財
政
部
］

民
主
党
税
制
調
査
会
に 

吉
田
・
大
阪
狭
山
市
長
が
出
席

　

11
月
15
日
、
民
主
党
税
制
調
査
会
が
開
催
さ
れ
、

平
成
24
年
度
税
制
改
正
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
地

方
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
団
体
の
要
望
に
つ
い

て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
。
本
会
か
ら
は
都
市

税
制
調
査
委
員
会
委
員
長
の
吉
田
・
大
阪
狭
山
市
長

が
出
席
し
、「
平
成
24
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す

る
意
見
等
」を
基
に
、
①「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
」
に
お
け
る
地
方
消
費
税
の
充
実
、
②
車
体
課
税

制
度
の
堅
持
、
③
固
定
資
産
税
の
課
税
特
例
の
見
直

し
、
に
つ
い
て
発
言
し
た
。

　

地
方
消
費
税
の
充
実
に
つ
い
て
、
基
礎
自
治
体

は
、
年
金
以
外
の
医
療
、
介
護
、
子
ど
も
・
子
育
て
、
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国
と
地
方
の
協
議
の
場「
社
会
保
障
・ 

税
一
体
改
革
分
科
会
」（
第
１
回
）を
開
催
し
、 

副
会
長
の
大
西
・
高
松
市
長
が
出
席

　

11
月
17
日
、「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
に
設
け
ら

れ
た
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
分
科
会
」（
第
１
回
）

が
開
催
さ
れ
、
本
会
を
代
表
し
て
副
会
長
で
あ
る
同

分
科
会
委
員
の
大
西
・
高
松
市
長
が
出
席
し
た
。

　

今
回
の
協
議
事
項
は
、「
社
会
保
障
関
係
の
地
方
単

独
事
業
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、 

は

じ
め
に
、
藤
村
内
閣
官
房
長
官
か
ら
、
社
会
保
障
・

税
一
体
改
革
に
つ
い
て
、「
地
域
住
民
に
身
近
な
所
で

サ
ー
ビ
ス
を
設
計
し
、
実
行
す
る
地
方
自
治
体
の
役

割
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
・
地

方
を
通
じ
た
改
革
の
円
滑
か
つ
着
実
な
推
進
を
図
る

観
点
か
ら
国
と
地
方
の
協
議
の
場
で
真し
ん
し摯

に
協
議
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
分
科
会
は
、
国
と
地

方
の
協
議
の
場
の
協
議
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
調

査
、
検
討
を
行
う
事
を
目
的
に
設
置
し
た
も
の
で
あ

り
、
皆
さ
ん
か
ら
多
く
の
意
見
を
い
た
だ
き
実
り
あ

る
会
議
に
な
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
」
と
の
発
言
が

あ
っ
た
。

　

次
い
で
、
総
務
省
の
黄
川
田
副
大
臣
か
ら
「
社
会

保
障
関
係
の
地
方
単
独
事
業
に
関
す
る
調
査
結
果
に

つ
い
て
」
の
説
明
が
あ
っ
た
後
、
国
側
と
意
見
交
換

を
行
っ
た
。

　

地
方
側
か
ら
は
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
た
社
会

保
障
の
全
体
像
及
び
費
用
推
計
の
総
合
的
な
整
理
を

行
う
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
①
国

の
制
度
と
の
関
連
や
統
計
上
の
形
式
的
な
整
理
で
は

な
く
、
住
民
の
視
点
に
立
っ
て
現
実
に
合
理
的
な

ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
否
か
に
基
づ
い
て
総
合
的
に
判
断

す
る
こ
と
、
②
㋐
住
民
に
現
物
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の

を
提
供
し
て
い
る
保
健
師
、
保
育
士
、
児
童
福
祉
士

等
の
マ
ン
パ
ワ
ー
に
係
る
人
件
費
、
㋑
予
防
医
療
、

介
護
予
防
、
幼
児
教
育
な
ど
、
医
療
、
介
護
、
少
子

化
対
策
の
一
環
と
し
て
一
体
的
に
評
価
す
べ
き
も

の
、
㋒
法
令
等
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の

や
、
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
実
施
せ
ざ
る
を

得
な
い
乳
幼
児
・
障
害
児
医
療
費
助
成
や
保
育
料
の

負
担
軽
減
、
構
造
的
問
題
を
抱
え
る
国
民
健
康
保
険

の
保
険
料
軽
減
、
地
域
医
療
確
保
の
た
め
の
公
立
病

院
繰
入
な
ど
、
住
民
生
活
に
必
要
な
も
の
と
し
て
全

国
的
に
実
施
し
て
い
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、
税

収
配
分
の
基
礎
に
含
め
る
こ
と
、
③
地
方
が
社
会
保

障
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
大
き
な
役
割
を
踏
ま

え
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
て
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス

を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
偏
在
性
の
小
さ
い

地
方
消
費
税
の
充
実
な
ど
安
定
的
な
財
源
確
保
を
図

る
こ
と
等
を
主
張
し
た
。

　

大
西
・
高
松
市
長
か
ら
は
、
①
「
強
い
経
済
、
強

い
財
政
、
強
い
社
会
保
障
」を
築
く
た
め
、「
全
世
代

対
応
型
」の
社
会
保
障
制
度
へ
の
転
換
に
よ
り「
分
厚

い
中
間
層
の
復
活
」
を
図
る
と
い
う
一
体
改
革
に
対

す
る
総
理
の
姿
勢
を
政
府
は
具
体
的
に
示
し
、
こ
う

し
た
観
点
か
ら
地
方
単
独
事
業
を
正
当
に
評
価
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
②
例
え
ば
、
国
民
健
康
保
険
制
度

や
公
立
病
院
に
つ
い
て
は
、
地
方
は
単
独
事
業
と
し

て
保
険
料
軽
減
措
置
や
一
般
会
計
繰
入
れ
等
を
講
じ

国
民
皆
保
険
制
度
や
地
域
医
療
を
か
ろ
う
じ
て
支
え

て
お
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
国
民
皆
保
険
制
度
や
地

域
医
療
は
崩
壊
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
主
張
し
た
。

　

今
後
、
関
係
府
省
間
に
お
い
て
さ
ら
に
整
理
し
た

う
え
で
、
改
め
て
分
科
会
に
お
い
て
丁
寧
に
協
議
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
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民
主
党
・
公
務
員
制
度
改
革
・
総
人
件
費
改
革 

Ｐ
Ｔ
役
員
会
に
南
・
天
理
市
長
が
出
席

　

11
月
17
日
、
民
主
党
・
公
務
員
制
度
改
革
・
総
人

件
費
改
革
Ｐ
Ｔ
役
員
会
が
開
催
さ
れ
、
本
会
か
ら
南
・

Mayors'  Action Mayors'  Action

生
活
保
護
、
障
が
い
者
福
祉
等
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ

ス
全
般
を
担
っ
て
お
り
、
保
健
師
、
看
護
師
、
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
等
の
専
門
職
員

を
含
め
た
地
域
と
住
民
を
熟
知
す
る
人
材
を
通
じ

て
、
国
の
補
助
事
業
と
し
て
の
社
会
保
障
施
策
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
地
方
単
独
事
業
と
し
て
地
域
と

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
福
祉
・
医
療

施
策
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
社
会
保

障
制
度
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
基
礎
自
治
体
が
地
方
単

独
事
業
も
含
め
て
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に

提
供
で
き
る
よ
う
、
地
方
消
費
税
の
税
率
の
引
上
げ

等
に
よ
り
安
定
的
な
財
源
の
確
保
を
求
め
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
。

　

次
に
、
車
体
課
税
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
重
量
税

収
の
約
４
割
が
譲
与
税
と
し
て
、
自
動
車
取
得
税
収

の
約
７
割
が
交
付
金
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村
に

配
分
さ
れ
て
お
り
、
都
市
自
治
体
に
と
っ
て
貴
重
な

財
源
。
こ
の
財
源
配
分
の
仕
組
み
を
含
め
両
税
の
課

税
制
度
は
堅
持
し
、
現
行
の
エ
コ
カ
ー
減
税
導
入
前

の
税
収
水
準
を
確
保
す
る
よ
う
求
め
た
。

　

さ
ら
に
、
景
気
の
低
迷
等
を
反
映
し
、
平
成
24
年

度
の
固
定
資
産
税
評
価
替
え
に
伴
い
大
幅
な
税
収
減

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
限
り
都
市
自
治

体
の
減
収
額
を
圧
縮
す
る
と
と
も
に
、
課
税
の
公
平

性
を
確
保
す
る
た
め
、
好
景
気
の
地
価
高
騰
時
に
設

け
ら
れ
、
現
在
、
合
理
性
が
低
下
し
た
課
税
の
特
例

措
置
を
見
直
す
よ
う
理
解
を
求
め
た
。
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理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
を
開
催 

「
平
成
24
年
度
国
の
施
策
及
び
予
算
に
関
す
る

提
言
」を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
当
面
す
る
重
要

課
題
に
つ
い
て
４
件
の
決
議
を
決
定
・
要
請

　

11
月
17
日
、
理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
を
開
催

し
た
。

　

地
方
財
政
審
議
会
会
長
の
神
野
直
彦
氏
か
ら
「
一

括
交
付
金
・
社
会
保
障
税
一
体
改
革
の
現
状
と
課
題
」

に
つ
い
て
の
講
演
の
後
、
前
日
開
催
の
行
政
、
財
政
、

社
会
文
教
、
経
済
の
各
委
員
会
に
お
け
る
審
議
経
過

及
び
結
果
を
踏
ま
え
、「
平
成
24
年
度
国
の
施
策
及

び
予
算
に
関
す
る
提
言
」
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、

当
面
す
る
緊
急
か
つ
重
要
課
題
に
つ
い
て
は
決
議
を

も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
、「
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
決
議
」「
東
京
電
力
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
関
す
る
決
議
」「
真
の
分

権
型
社
会
の
実
現
を
求
め
る
決
議
」「
総
合
的
な
子
育

て
支
援
策
に
関
す
る
決
議
」を
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
22
年
度
全
国
市
長
会
決
算
の
承
認
、

平
成
24
年
度
全
国
市
長
会
各
市
分
担
金
の
決
定
を

行
っ
た
。

　

会
議
終
了
後
、
正
副
会
長
は
、
藤
村
内
閣
官
房
長

官
、
民
主
党
の
鈴
木
筆
頭
副
幹
事
長
、
櫻
井
政
策
調

査
会
長
代
理
等
に
対
し
て
、
決
議
・
重
点
提
言
の
実

現
に
つ
い
て
面
談
・
要
請
し
た
。

　

こ
の
他
、
各
委
員
会
正
副
委
員
長
等
は
そ
れ
ぞ
れ

関
係
府
省
及
び
国
会
議
員
等
に
対
し
、
所
管
の
重
点

提
言
の
実
現
に
つ
い
て
面
談
・
要
請
し
た
。
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#7

副会長の大西・高松市長（中央）

吉田・大阪狭山市長

#6

藤村内閣官房長官に要請する正副会長

#8
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天
理
市
長
（
行
政
委
員
会
副
委
員
長
・
地
方
公
務
員

制
度
改
革
検
討
委
員
会
副
委
員
長
）が
出
席
し
た
。

　

南
・
天
理
市
長
か
ら
は
、
①
本
会
と
し
て
は
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
、
昨
日
、
行
政
委
員
会
で
黄
川
田

総
務
副
大
臣
と
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
地
方

公
務
員
制
度
改
革
検
討
委
員
会
で
検
討
し
た
が
、
市

長
さ
ん
方
の
意
見
は
、
地
方
公
務
員
に
協
約
締
結
権

を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
極
め
て
慎
重
で
あ

る
。
特
に
、
労
使
関
係
制
度
は
、
現
在
安
定
し
た
状

況
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
今
、
改
革
を
す

る
必
要
が
あ
る
の
か
理
解
が
出
来
な
い
、
②
給
与
を

組
合
交
渉
で
決
定
す
る
に
は
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
る
民
間
給
与
等
と
の
比
較
指
標
が
必
要
で
あ
る

が
、
市
町
村
に
お
い
て
地
域
民
間
の
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
③
消
防
職
員
に
団
結
権
を

付
与
す
る
こ
と
は
、
懸
念
が
多
い
こ
と
か
ら
、
極
め

て
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
、
④
地
方
公
共
団
体
は
、

こ
れ
ま
で
血
の
滲に
じ

む
よ
う
な
思
い
で
職
員
の
定
数
の

減
、
人
件
費
の
減
に
取
り
組
む
な
ど
、
国
を
大
き
く

上
回
る
行
財
政
改
革
を
行
っ
て
お
り
、
地
方
公
務
員

給
与
の
決
定
に
国
の
方
針
の
押
し
付
け
は
許
さ
れ
な

い
こ
と
等
を
発
言
し
た
。
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自
由
民
主
党
「
税
制
抜
本
改
革
に
向
け
た
関
係

団
体
と
税
制
調
査
会
役
員
と
の
意
見
交
換
」
に

髙
橋
・
高
岡
市
長
が
出
席

　

11
月
18
日
、
自
由
民
主
党
に
お
い
て
、「
税
制
抜

本
改
革
に
向
け
た
関
係
団
体
と
税
制
調
査
会
役
員
と

の
意
見
交
換
」
が
開
催
さ
れ
、
地
方
六
団
体
の
代
表

と
自
由
民
主
党
税
制
調
査
会
役
員
と
の
意
見
交
換
が

行
わ
れ
た
。

　

本
会
か
ら
は
都
市
税
制
調
査
委
員
会
副
委
員
長
の

髙
橋
・
高
岡
市
長
が
出
席
し
、
①
「
社
会
保
障
と
税

の
一
体
改
革
」
に
お
け
る
地
方
消
費
税
の
充
実
、
②

車
体
課
税
制
度
の
堅
持
、
③
固
定
資
産
税
の
課
税
特

例
の
見
直
し
、
に
つ
い
て
発
言
し
た
。

　

基
礎
自
治
体
は
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
全
般
を
担
っ

て
お
り
、
国
の
補
助
事
業
と
し
て
の
社
会
保
障
施
策

と
各
団
体
独
自
の
地
方
単
独
事
業
と
の
総
合
的
な
展

開
は
、
我
が
国
の
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
税
制
の
抜
本
改
革
に
向
け
た
「
社
会
保
障
と
税

の
一
体
改
革
」
に
当
た
っ
て
、
基
礎
自
治
体
が
地
方

単
独
事
業
も
含
め
て
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的

に
提
供
で
き
る
よ
う
、
地
方
消
費
税
の
税
率
の
引
上

げ
等
に
よ
る
税
源
の
偏
在
性
が
少
な
く
税
収
の
安
定

的
な
地
方
税
体
系
の
構
築
に
つ
い
て
主
張
。

　

ま
た
、
明
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
車
体
課
税
の

検
討
に
当
た
っ
て
、
自
動
車
重
量
税
と
自
動
車
取
得

税
収
の
課
税
制
度
は
堅
持
し
、
現
行
の
エ
コ
カ
ー
減

税
導
入
前
の
税
収
水
準
を
確
保
す
る
よ
う
求
め
た
。

　

さ
ら
に
、
平
成
24
年
度
の
固
定
資
産
税
評
価
替
え

に
つ
い
て
は
、
好
景
気
の
地
価
高
騰
時
に
設
け
ら

れ
、
現
在
、
合
理
性
が
低
下
し
た
課
税
の
特
例
措
置

に
つ
い
て
見
直
し
が
図
ら
れ
る
よ
う
求
め
た
。
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#9

南・天理市長（前列中央）

髙橋・高岡市長（中央）




